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瀬戸市長 川 本 雅 之 

 

第３次瀬戸市環境基本計画の中間評価及び生物多様性地域戦略の 

策定について（諮問） 

 

 このことについて、下記のとおり貴審議会に諮問します。 

 

記 

  

１ 第３次瀬戸市環境基本計画の中間評価等 

  今年度は、令和３年３月に策定した第３次瀬戸市環境基本計画が、中間年

度を迎えます。本計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、本市を取り

巻く社会情勢等の変革に即した計画とするため、見直しや改定の実施につい

て、貴審議会に意見を求めます。 

 

２ 生物多様性地域戦略の策定 

  生物多様性基本法（平成２０年法律第５８号）第１３条の規定に基づき、

生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するため、上記計画に統合して生物多様性地域戦略を策定します。 

  本市の自然の特性に応じた具体的な保全対策を講じ、生物多様性の維持と

地域の持続可能な発展を図ることを計画に反映するため、貴審議会に意見を

求めます。 
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